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はじめに
　「働き方改革」が日本の労使関係にどのよ
うな課題を投げかけているのかを考えたい。

「改革」の柱は、「同一労働同一賃金」の実現
と、残業時間の上限規制である。小論は法の
規制を遵守する最低限の改善措置は何かとい
う視点ではなく、労使関係はどのように変わ
らなくてはならないかという視点からの試論
である。
１． 「同一労働同一賃金」が投げかけている

課題1

　このテーマは古くて新しいテーマである。
　新しいという意味は、正規雇用と非正規雇
用との賃金格差の是正を通じて、デフレ経済
からの脱却というマクロ経済政策の達成のた
めに近年浮上したという意味である。古くて
という意味は、戦後日本の賃金改革論議の底
流に、必ず、存在したテーマであったという
意味である。（石田、1990）
　ということは、このテーマは容易に解答の
見出せない難題中の難題であったということ
になる。日本の何がこの本来平易なはずの問
題を難題にしているのか。
　１－１．欧米諸国の「同一労働」
　まず確認しなくてはならない点は、これが
少しも難題ではない欧米諸国の実情を知るこ
とである。国々の細かな違いや、労働者の賃
金なのか経営者の俸給なのかといった細部の
議論を飛ばして言えば、これらの国々では、
そもそも賃金というものは、日本のように個
別企業が管理の手段として活用できるものと

は考えられていなかったということを知る必
要がある。この職業（英国）、この職務（米国）、
この熟練（ドイツ）がいくらかは市場で決ま
る。企業はその賃金水準を受け入れる以外に
ない。この場合、経営者は、その職業や職務、
熟練に応じて決まる市場賃金を与件として受
け入れざるを得ないが、その上で、できるだ
け必要な課業（個々の具体的な業務）を労働
者に受容させようとする。これに対して、労
働者は、社会的にあらかじめ決められている
と想定される職業・職務・熟練などの概念で
括られた課業の範囲に固執し、範囲を越える
課業の受容を拒否する。受容させようとする
力と拒否する力との対抗が、課業の範囲とレ
ベルを巡る取引になる。この取引が職場の労
使関係である。ここでは、「同一労働」は社
会的に人々に共通に理解されている職業・職
務・熟練を指す。そこからの逸脱は、拒否さ
れるか、職場の取引によって価格付けされる
ので、「同一労働同一賃金」という概念は、
絶えず労使当事者によって意識され確認され
る原則となる。
　１－２．日本の「同一労働」とは何か
　日本で、上記のテーマが難題であるのは、
課業があるのは当然であるけれど、課業を括
る概念としての職業・職務・熟練が、社会的
に人々の共通理解として成立していないため
である。仮に部分的に存在しているにしても、
それが労働の全域を覆っていないためであ
る。企業経営の立場からすれば、賃金は市場
で決められた与件として与えられるのではな

石田　光男
（同志社大学社会学部　教授）

「働き方改革」と
労使関係の課題

―  5  ―



DIO 2018, 10

く、最大限の課業遂行を確保することを目的
とした労務管理の手段として行使できるのが
賃金である。そういうものとしての日本の賃
金は、では、何に対応しているのか。
　日本の課業は、上に述べた「社会的にあら
かじめ決められていると想定される職業・職
務・熟練の課業の範囲に固執し、範囲を越え
る課業の受容を拒否する」と表現される欧米
の課業とは根本的に異なることに細心の注意
を払う必要がある。欧米では、課業は職業・
職務・熟練に制約されていて、そこからの逸
脱は労使紛争を伴うのであるから、欧米にお
ける課業は事前に静態的に設定されていると
理解することが肝要である。日本の場合、職
業・職務・熟練などの、課業を包括する言葉
を欠いているという事実は、日本に存在する
課業は事業運営の必要に応じて柔軟に、かつ
事後的に動態的に設定されていて、課業のレ
ベルの集合を識別的に表す安定的な語彙表
現が不可能であることを意味している。
　ところで、労使関係は［労働支出⇔賃金］
の取引の様式に他ならない。日本で、「労働」
が同一か否かを識別することにかくまでも無
頓着であったのは、［労働支出：どんな業務（課
業＝taskの集合または範囲）を、どこで、何
時間かけて、一人当たりどれだけの業務量を
どれだけの出来映えで達成するのか］に関す
る経営の決定が大きな制約を受けずに職場に
浸透する労使関係であるからである。
　従って、日本の「同一労働」の識別のため
には事業運営の実際の観察から抽出する以外
に接近する方法がない。その実際とはＰＤＣ
Ａを企業全体で駆動させているという事実に
あり、この事実からの論理化にはＰＤＣＡの
構造的特徴に着目する必要がある。個別具体
的な課業はＰ（目標）とＣ（実績）との乖離
を克服するための営為であるから、動態的に
ならざるを得ないが、その変動を含めた動態
的課業の範囲の大枠は、個々人が服するＰの
レベル（重要性や影響度等）によって統御さ
れている。従って、個々人の労働の差異は個々
人が服するＰのレベルによってしか識別でき
ない。2

　１－３．正規労働と非正規労働の識別
　この基本線に沿って考えると、（１）正規
社員か非正規社員かの雇用区分は、ＰＤＣＡ

の作動する範囲内の動態的労働の担い手が
正規社員、ＰＤＣＡの作動を予定せず、事前
に決められた課業の集合を単に遂行すれば可
とする労働の担い手は非正規社員とし、（２）
正規社員の社員等級の設定は、Ｐのレベルの
序列を「役割」ととらえ、役割の等級による
ものとする、という考え方が日本の労働実態
と整合的である。
　しかし、非正規社員でありながら、ＰＤＣ
Ａの作動の下で働いている多くの人々がい
る。この人々の中には、正規社員の働き方が、
勤務地、労働時間の点で私生活に不都合だ
からという理由で非正規社員としての就労を
選択している人々も多い。その労働は誰に強
制されたものでもなく労働市場でクリアされ
ている。だから何も問題はないのだという通
念があった。この通念を活かそうとすれば、

「同一労働」の識別にあたって、労働の難易
度や複雑性の相違と並列的に勤務地の制約
の有無、労働時間（特に残業時間）の相違を
根拠にして、正規社員の労働と非正規社員の
労働は区分されるという考え方になる。
　だが、この考え方は、制約のない［労働支
出］を受容する人と受容しない人との処遇の
相違が正規社員と非正規社員の雇用区分にま
で影響を及ぼす、日本の労使関係の性格の問
題性に関心が届いていない。［労働支出］（＝

「働き方」）が、経営の決定にほぼ委ねられて
いて、［労働支出⇔賃金］の取引が明示的取
引にならずに「取引なき取引」にとどまって
いることが生んでいる正規社員たちの労働の

「息苦しさ」への無関心と言ったらよいのか。
この無関心を反省できるかどうかが、今後の
労使関係の性格を決する。

２．「働き方改革」の意義
　「働き方改革」のもう一方の柱である労働
時間規制は、より直接的に日本の労使関係に
根本的な修正を迫る課題である。
　２－１．改革の社会的原動力
　日本の労使関係は、規制がほとんど及ばな
い［労働支出］と［雇用保障＋人材育成＋頑
張りに報いる報酬］との交換として特徴付け
られてきた。簡単に言えば、働き方に特段の
制約を課さずに全力で仕事に取り組むことと
引き換えに、解雇は出来るだけ避け、人を育
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成し、頑張りに見合った報酬を支払うという
交換である。こうした取引特性を反映して、
労働組合の労働時間規制の数々の努力も、誤
解を恐れずに言えば、究極的には上司から部
下に対する明示的もしくは黙示的な指示命令
が貫徹する、限りなく経営主導の決定に対し
て、緩やかな集団的な枠をはめる域を出られ
なかった。（石田・寺井, 2012）
　労働支出への規制は、常に規制を償うに足
る生産性の向上を保証する「話し合い」にな
らざるを得ないからである。この暗黙の労使
合意への批判者は、「企業中心主義的社会」

（corporate-centered society, A. Gordon. 
1998）の規範への批判者というイデオロギー
的レッテル付与を免れることはできなかっ
た。3 
　注目すべきは、今次の「働き方」改革の社
会的原動力が脱イデオロギー的な性格である
ことである。女性の活躍できる職場の実現と
いう目標に表現されているように、その主張
は日本の労使関係のイデオロギー性をすべか
らく脱した要求であるだけに、さりげなくも
抗いがたい質量を持っている。「子供の保育
園への送り迎えが出来なくて困ります」とい
う家庭生活のごくありふれた要望に拒絶をも
って応じることは、「企業中心主義的社会」
規範への批判に対する峻拒に比べて、はるか
に困難である。人間として恥ずかしいからで
ある。
　２－２．内部労働市場の制度構築
　普通の家族生活を大切にしたいというさり
げない要求は、いかなる労使関係制度と整合
的であるのか。日本企業の競争力の骨格であ

る労働支出のガバナンス機構（＝ＰＤＣＡ）
を毀損せずに、「取引」をして「合意」に至
るという手続を制度的に組み込む労使関係は
いかに構築されるのか。
　第一に、労働支出の識別を、（１）労働自
体を識別する次元＝「同一労働」を識別する
次元と、（２）生活を犠牲にする程度を識別
する次元＝「多様化」を識別する次元、の二
つに区分する。二つの次元に区分する理由は、
生活の犠牲という要素は、労働自体の差異の
要素とは異なるからである。
　第二に、（２）の生活を犠牲にする程度の
識別に取り上げるべき項目は、労働時間と勤
務地（転勤の自由度）である。この二つは、
これまでも、前者は時間外手当、後者は勤務
地手当などの支給に見られるように、識別さ
れていたのであるが、生活への犠牲を識別す
るためには、労働時間については所定労働時
間で勤務するという選択肢と所定労働時間以
下の短時間で勤務するという選択肢を設ける
必要がある。また、勤務地についても、自宅
からの通勤圏に限るという選択肢を設ける。
こうした選択肢なしには、非正規従業員の正
規化の受け皿を用意できないであろう。
　以上をまとめると下表のようになろうか。
　このような労働の識別を前提に、賃金は次
のように整序されることになるだろう。
　（１）基本給：正規社員の基本給はＰＤＣ
ＡのＰのレベルに応じた役割給になる。非正
規社員の賃金は市場賃金のままである。
　（２）労働時間の制約の4区分に応じて、賃
金は次のようになる。WH1（Exempt）は、見な
しの残業手当、もしくは役職手当が支払われ

 

 

同一次元 

＝同一労働 

雇用区分 正規 非正規 処遇反映 

社員等級 

役割等級（PDCAの P の重要性） 
PDCAなし

⇒正規には社員等級に応

じた基本給と賞与。非正規

には時間給のみ。 P1 P2 P3 P4 

第二次元 労働時間 WH1 (Exempt)  ⇒みなし手当/役職手当 

＝多様性 WH2 (Overtime) ⇒残業手当 

＝生活の犠牲 WH3(所定労働時間)  

 WH4(短時間) ⇒時間比例の基本給 
 勤務地 M1(世界・国内) ⇒勤務地手当 

M2(国内) ⇒勤務地手当 
 M3(地域)  

 M4(自宅)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雇用区分 非正規 処遇反映

第一次元

　＝同一労働

P₁ P₃ P ₄

第二次元 労働時間

　＝多様性

　＝生活の犠牲

勤務地

正規

役割等級（PD C AのPの重要性）
PD CAなし

⇒正規には社員等級に応

じた基本給と賞与。非正

規には時間給のみ。P₂

W H ₁(Exem pt)

W H ₂(O vertim e)

W H ₃(所定労働時間)

W H ₄(短時間)

M ₁(世界・国内)

M ₂(国内)

社員等級

M ₄(自宅)

M ₃(地域)

　　　⇒時間比例の基本給

　　　⇒残業手当

　　　⇒みなし手当/役職手当

　　　⇒勤務地手当

　　　⇒勤務地手当
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る。WH2（Overtime）は従来どおりの残業手当
が支払われる。WH3（所定労働時間）は基本給の
みが支払われる。WH4（短時間）は所定労働時
間に対する短時間の比率に比例して減額され
た基本給が支払われ、賞与も同様の措置がと
られる。
　WH1（Exempt）は、管理職もしくは裁量労働
者に関する現行法規の規定により特定される
ため、図示したように、社員等級の上位層に
限定される。その他の選択肢は社員等級とは
無縁である。
　（３）勤務地の制約の4区分に応じて、 M1（世

界・国内）とM2（国内）には、移動先の勤務地に
応じて勤務地手当が支給される。
　図示したように、M3（地域）は上位の社員等
級には選択肢が閉ざされ、M4（自宅）は、中位・
下位の社員等級に限定される。

３．労使関係の課題
　日本の労使関係における、［労働支出⇔報
酬］の取引様式は、［労働支出（ガバナンス
構造）⇔報酬（人事考課、昇格、昇進）］と
いう交換の形式はあるものの、その内実は経
営の裁量的行動がほぼ通用する取引の片務
的性向が深く浸透した「取引なき取引」であ
った。それは否応もなく、［報酬（人事考課、
昇格、昇進）］と引き換えに［制約なき労働
支出の受容］が慣習化する取引であった。こ
の取引の下では、多くの女性労働者や高齢労
働者は働くことが困難である。［制約なき労
働支出⇔報酬（人事考課、昇格、昇進）］と
いう伝統的な取引のみでなく、［労働支出の
制限⇔賃金の制限］という取引の選択を、組
織として公認された取引のオプションとして
定着させる必要がある。
　労働時間や勤務地についての限定的な働き
方を履行可能で存続可能にするためには、い
くつかの手続き規則を合意する必要がある。

（１）個々人が「気兼ねなく」選択できる労
働者の権利として、規則（就業規則、労働協
約）にその旨を明記する必要がある。（２）
他方、経営としても労働者の権利の主張を制
限しうる余地があることを規定しておく必要
がある。（３）具体的な運用手続きとしては、
期首の目標面接シートに、チャレンジ目標の
みならず、本人が労働時間と勤務地を記入す

る欄を設け自主申告するようにする。（４）
労働時間の部門での集計が所要の労働時間
総量に満たない場合は、対応策を労使協議会
での協議に委ねる。対応策には、各自の労働
時間選択の調整のための再度の話し合い、追
加的採用（正規と非正規）等が含まれるだろ
う。勤務地の限定も含めて言えば、多様な働
き方をルールにまで落とし込んでいけば、必
ず企業の人員計画に影響を与え、事業計画に
影響を与える。その影響を織り込んだ事業計
画でなくてはならないだろう。（５）その制
約の下で企業の業績をいかに確保するのか、
といった根本的な課題に取り組む必要があ
る。この根本的課題は、階層的に展開してい
るＰＤＣＡというガバナンス機構に正対した
労使協議制度の内実の強化と運用の活性化
なしには不可能な課題となるはずである。（堀
田、2014）
　こういう経験を重ねる中で、徐々に、限定
的な働き方を含む多様な働き方と経営の必要
との折り合いをつけるルールが形成されるで
あろう。政府主導の「働き方改革」は、実は、
こうした方向での労使の協力と覚悟を問うて
いると私は解釈している。この意味で「働き
方改革」は、労使関係改革に結実しなくては
着地点は見出せないのである。選ぶべき着地
点ではなかろうか。

 1   １節は、石田（2017）をベースに書き換えたものである。
 2  詳細な社員等級の設定のためには、組織にＰが配分

されるので、組織の長以外の専門職的スタッフの等
級設定や、職場の長より下の一般社員の等級設定を
どうするかは人事の実務に関わるのでここでは触れ
ない。

 3  例えば1980年代初期までの英国にあっては、労働支
出への「合意」原則を唱えた組合リーダーの政治的
スタンスがむしろ中道よりも右であったことは驚く
べき事実である。戸塚他（1987）を見よ。
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